
新領域創成科学研究科  内規に定める研究員 内規抜粋 H25.9.25

名称 目的 資格 研究期間 受入申請 期間変更 注１ 注2運用

客員連携研究員
受入れ内規
（H15.10.22制
定、H18.2.22改
正、H20.7.9改
正）

本研究科において一定期間，高
度な連携推進能力を有する国
内外の研究者・実務経験者と共
同して産官学連携，地域連携，
知財戦略などの連携を遂行す
る必要がある場合，「新領域創
成科学研究科客員連携研究
員」を置くことができる。

研究員は，原則として
民間企業等以外の常
勤の研究者であって、
博士の学位を有する
かそれに相当する研
究歴を有する者、ある
いは相当の実務経験
のある者でなければ
ならない。

研究期間は，１か月
以上１年以内とす
る。必要あるとき
は，期間を延長す
ることができる。

受入教員は，１か月前まで
に指定の様式により新領
域創成科学研究長宛申請
しなければならない。

・新領域創成科学研究科
客員連携研究員受入れ申
請書

研究員の受入承認後，期間に
変更が生じた場合には，受入教
員は所定の様式により，速やか
に新領域創成科学研究科長に
報告しなければならない。

・新領域創成科学研究科客員
連携研究員期間変更・延長願

民間企業等の常勤の研究者を客
員連携研究員として受け入れる場
合には、企画室で審議するものと
する。
（新領域創成科学研究科客員連携
研究員受入れ内規に関する申し合
わせ　平成２０年７月９日改正）
【運用】所属企業の業務としてでは
なく個人での受入の場合、所属企
業代表者と本人の連名で、本務と
は関係ない旨の宣言書を添付いた
だき企画室審議とする

客員共同研究員
受入れ内規
（H12.2.9制定、
H18.3.22改正、
H26.6.11改正）

本研究科において一定期間、高
度な研究能力を有する国内外
の研究者と共同して研究を遂行
する必要がある場合、「新領域
創成科学研究科客員共同研究
員」を置くことができる。

研究員は、博士の学
位を有するか、それに
相当する研究歴を有
する者でなければなら
ない。

研究期間は、原則
として１４日以上１
年以内とする。そ
の他、特別の事情
があると認められ
るときは、期間を
延長することがで
きる。

受入れ教員は、１か月前ま
でに所定の様式により新
領域創成科学研究科長宛
申請しなければならない。

・新領域創成科学研究科
客員共同研究員受入れ申
請書
・日本学術振興会(特別研
究員等）受入れ申請書

研究員の受入れ承認後、期間
に変更が生じた場合には、受入
れ教員は所定の様式により、速
やかに新領域創成科学研究科
長に報告しなければならない。

・新領域創成科学研究科客員
共同研究員期間変更・延長願
・特別研究員等の研究期間変
更による客員共同研究員期間
変更・延長願

「新領域創成科学研究科客員共同
研究員受入れ内規」の適用を受け
る客員共同研究員は、原則として
常勤の職に就いていない者とす
る。ただし、外国の研究機関等に
所属している者はこの限りではな
い。
（客員共同研究員及び外国人協力
研究員受入れ内規申合せ　平成１
２年２月９日制定）

外国人協力研究
員受入れ内規
（H11.9.22制定、
H18.3.22改正）

本研究科において一定期間、外
国人の研究者の協力が必要と
なる場合、「新領域創成科学研
究科外国人協力研究員を置く
ことができる。

博士の学位取得以前
の研究者で、修士課
程修了の者、又はこれ
と同等以上の研究能
力を有する者でなけ
ればならない。

研究期間は、原則
として１４日以上１
年以内とする。た
だし、特別の事情
があると認められ
るときは、期間を
延長することがで
きる。

受入れ教員は、１か月前ま
でに所定の様式により新
領域創成科学研究科長宛
申請しなければならない。

・新領域創成科学研究科
外国人協力研究員受入れ
申請書

研究員の受入れ承認後、期間
に変更が生じた場合には、受入
れ教員は所定の様式により、速
やかに新領域創成科学研究科
長に報告しなければならない。

・新領域創成科学研究科　外
国人協力研究員期間変更・延
長願

「新領域創成科学研究科外国人協
力研究員受入れ内規」は、共同し
て研究を行う必要性がある外国人
の研究者を受け入れるための内規
であり、教育を受けるべき立場の
者に適用するためのものではな
い。よって、外国人協力研究員とし
て受け入れた者が本研究科の博士
後期課程を受験することは原則と
して認めない。
（客員共同研究員及び外国人協力
研究員受入れ内規申合せ　平成１
２年２月９日制定）

附属施設協力研
究員受入れ内規
（H18.2.22制定）

本研究科附属施設において一
定期間、高度な知識，実務経
験，研究推進能力を有する研究
者の協力が必要となる場合、
「新領域創成科学研究科附属
施設協力研究員」を置くことが
できる。

研究員は、修士課程
修了の者、又はこれと
同等以上の研究能力
あるいは実務経験を
有する者でなければ
ならない。

研究期間は、原則
として１４日以上１
年以内とする。た
だし、特別の事情
があると認められ
るときは、期間を
延長することがで
きる。

受入れ教員は、１か月前ま
でに所定の様式により新
領域創成科学研究科長宛
申請しなければならない。

・新領域創成科学研究科
附属施設協力研究員受入
れ申請書

研究員の受入れ承認後、期間
に変更が生じた場合には、受入
れ教員は所定の様式により、速
やかに新領域創成科学研究科
長に報告しなければならない。

・新領域創成科学研究科附属
施設協力研究員期間変更・延
長願

   客員共同研究員及び
外国人協力研究員受入
れの申請に当たって、
本研究科において受入
れるための必要条件を
満たしているか審議する
ため、申請書とともに、
「本人の略歴」「研究業
績」「本研究科における
研究計画」を資料として
添付する。
   ただし、日本学術振
興会特別研究員等の申
請は、「本人の略歴」
「研究業績」を省略でき
ることとし、研究期間
は、「新領域創成科学
研究科客員共同研究員
受入れ内規」第３条にか
かわらず、日本学術振
興会特別研究員等とし
ての受入れ期間とする
ことができる。
（客員共同研究員及び
外国人協力研究員受入
れ内規申合せ　平成１２
年２月９日制定）


